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 はじめに 

『建設大臣』をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 

『平成18年5月 会社法改正、経営事項審査改正対応版』を送付させていただきますので、以下の手順で処理を行っ

ていただきますようお願いいたします。 

 

1『平成18年5月 会社法改正、経営事項審査改正対応版』のインストール 

『建設大臣』を終了し、CD-ROMをセットしてください。[ＯＫ]をクリックすると自動的にインストールを開始し

ます。 

  ｢1 インストール｣ p.3をご参照ください。 

 

2 平成18年5月 会社法改正の内容 

平成18年5月1日より会社法の内容が一部改正されます。 

改正内容は次のとおりです。 

 

1.  貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(企業会計基準第５号) ･････････････  5ページ 

2.  役員賞与に関する会計基準(企業会計基準第４号) ･････････････････････････････････  6ページ 

3.  株主資本等変動計算書に関する会計基準(企業会計基準第６号) ･････････････････････  6ページ 

  4.  個別注記表の対応について･････････････････････････････････････････････････････ 6ページ 

  5.  役員報酬手当及び人件費の内訳書の変更について･････････････････････････････････  6ページ 

6.  その他の主な会社法の改正点 ･･････････････････････････････････････････････････  6ページ 

 

3 平成18年5月 会社法改正対応 

1.  操作を行う前に ･･････････････････････････････････････････････････････････････  7ページ 

2.  勘定科目登録での操作 ････････････････････････････････････････････････････････  7ページ 

3.  役員賞与科目の追加 ･･････････････････････････････････････････････････････････  10ページ 

4.  株主資本等変動計算書 ････････････････････････････････････････････････････････  11ページ 

5.  個別注記表 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 12ページ 

6.  役員報酬及び人件費の内訳書 ･･････････････････････････････････････････････････ 13ページ 

7. 【参考】繰越利益剰余金の集計について･･････････････････････････････････････････  13ページ 

 

4 平成18年5月 経営事項審査改正の内容 【会計編は除く】 

平成18年5月1日より経営事項審査の内容が一部改正されます。 

改正内容は次のとおりです。 

 

1.  ｢防災協定締結の有無｣の追加 ･･････････････････････････････････････････････････  14ページ 

2.  X1評点(年間平均完成工事高)のテーブルの変更 ･･････････････････････････････････  15ページ 

3.  ｢電気通信主任技術者｣を技術力点数の加点対象に追加･････････････････････････････  16ページ 

4.  ｢建設業経理事務士検定試験｣を｢登録経理試験｣に改める･･･････････････････････････  16ページ 

5.  ｢建設業経理事務士数値｣を｢公認会計士等数値｣に改める･･･････････････････････････  16ページ 
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1 インストール 

『建設大臣』プログラムCD-ROMの再インストールは、以下の手順で処理を行っていただきますよう、お願いいた

します。 

※ LANPACK、ピア・ツー・ピアをご利用の場合 

サーバー（ホスト）側で以下の処理を行ってください。 

注意：クライアントセットアップが必要な場合があります。手順については次ページを参照してください。 

①『建設大臣』は終了していますか？ 

『建設大臣』を起動している場合は、必ず作業終了してください。 また、他に起動しているプログラムがありまし

たら、全て終了してください。 

 

 

 

②『建設大臣』のCD-ROMをセットしてください。 

ご送付いたしました『建設大臣』のCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットしてください。 

 

③確認メッセージで、次のボタンをクリックしてください。 

 

 

インストールが始まります。（インストールには、時間が数分かかります。） 

※ 途中、管理ツールのセットアップウィザードが表示される場合がありますが、セットアップを続行してくださ

い。 

 

④｢メンテナンスの完了」メッセージが表示されますと、作業は終了です。 

[完了]をクリックして、CD-ROMを取り出してください。 

 
 

⑤再インストールは終了です。 

 

画面左下の「ス

タート」ボタン

の右側に、プロ

グラム名が表示

されている場合

は、右クリック

して[閉じる]をク

リックしてくだ

さい。 

こちらは終了す

る必要はありま

せん。 
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＜ LANPACK、ピア・ツー・ピアをご利用のお客様へ ＞ 

プログラムをクライアントに置いている（ ※ 補足参照 ）場合は・・・ 

１．3ページの①～④の処理を、サーバー（ホスト）側で行ってください。 

２．各クライアントコンピュータでクライアントセットアップを行ってください。 

操作手順は、「セットアップマニュアル」の［クライアントセットアップ］のページをご参照ください。 

※ プログラムをサーバー（ホスト）に置いている場合は、クライアントセットアップを行う必要はありません。 

※ ERP LANPACK、ERP ピア・ツー・ピアの場合は、必ずクライアントセットアップが必要です。 

 

 

補足：プログラムを置いている場所の確認方法 

クライアントコンピュータで、デスクトップ上の[建設大臣LANPACKクライアント](LANPACKの場合)、[建設大臣 

ピア・ツー・ピア クライアント](ピア・ツー・ピアの場合)のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックし

てください。 

｢ショートカット｣ページの「リンク先」を確認してください。 

 

最初の文字によって、プログラムを置いている場所がわかります。 

・アルファベットの場合 …… クライアント 

→ クライアントセットアップが必要です。 

・“\\”の場合     …… サーバー、ホスト 

→ クライアントセットアップは必要ありません。 

ただし、ERP LANPACK、ERP ピア・ツー・ピアの場合は、クライアントセ

ットアップが必要です。 

 

 

 

 

 

左の画面の場合は、ク

ライアントにプログラ

ムがあります。 
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2 平成18年5月 会社法の改正内容 

1 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(企業会計基準第5号) 

貸借対照表の｢資本の部｣が｢純資産の部｣へ名称変更され、表示内容が変更されます。主な変更内容は以下のとおり

です。 

 

・貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部に区分します。 

・純資産の部は、株主資本、評価・換算等差額等、新株予約権に区分します。 

・株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式に区分します。 

・資本剰余金は、さらに資本準備金、その他資本剰余金に区分します。 

・利益剰余金は、さらに利益準備金、任意積立金、その他利益剰余金に区分します。 

 

現行の表示と改正後の表示内容を比較すると、以下のようなイメージとなります。 

 

 

     …… 削除されます。 

     …… 追加されます。 

 

【『建設大臣』での対応】 

[勘定科目登録]でこの改正に必要な科目の変更を一括して行います。 

[勘定科目登録]を開くとF10[法改正]ファンクションが追加されています。 

詳しくは「3 平成18年5月 会社法改正対応」をご参照ください。 

 ｢3-2 勘定科目登録での操作｣ p.7 
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2 役員賞与に関する会計基準(企業会計基準第４号) 

役員賞与は発生した会計期の費用として処理する必要があります。 

【『建設大臣』での対応】 

損益計算書科目に役員賞与が追加されます。 

勘定科目登録から科目追加を行ってください。 

 ｢3-3 役員賞与科目の追加｣ p.10をご参照ください。 

 

3 株主資本等変動計算書に関する会計基準(企業会計基準第６号) 

決算報告書における利益処分計算書が廃止され、株主資本変動計算書が追加されます。 

【『建設大臣』での対応】 

・決算報告書・合算決算報告書の｢利益処分計算書｣が廃止され、｢株主資本変動計算書｣が追加されます。 

・損益計算書の｢前期繰越利益｣以下の科目がなくなります。 

 ｢3-4 株主資本等変動計算書｣ p.11をご参照ください。 

 

4 個別注記表の対応について 

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書のほかに個別注記表も決算書類として提出することが義務付けら

れています。 

【『建設大臣』での対応】 

CD－ROMの中に“個別注記表記入例.txt”というひな型のファイルがありますので、これをもとに作成してくださ

い。 

 ｢3-5 個別注記表｣ p.12をご参照ください。 

 

5 役員報酬手当及び人件費の内訳書の変更について 

役員報酬手当及び人件費の内訳書の形式が変更になりました。 

 ｢3-6 役員報酬手当及び人件費の内訳書｣ p.13をご参照ください。 

 

6 その他の主な会社法の改正点 

○株式会社と有限会社を１つの会社類型(株式会社)として統合 

施行日以降は有限会社の設立はできませんが、既存の有限会社については、引き続き従前の規律を維持するため

の所要の措置が設けられています。 

○設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し) 

株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額の制限が撤廃されています。 

○会計参与制度の創設 

主として中小企業の計算書類の正確性の向上等を図るため、任意設置の機関として、会計に関する専門的識見を

有する公認会計士又は税理士が、取締役等と共同して計算書類を作成し、当該計算書類を取締役等とは別に保

管・開示する職務等を担うという、会計参与制度が創設されています。 

○新たな会社類型(合同会社=LLC)の創設 

創業の活発化、情報・金融・高度サービス産業の振興、共同研究開発・産学連携の促進等を図るため、出資者の

有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型

(合同会社)が創設されています。 
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3 平成18年5月 会社法改正対応 

1 操作を行う前に 

｢平成18年5月 会社法改正対応｣の操作を行う前に、平成15年7月施行 建設業法改正に対応してるかの確認をして

ください。メニューバーから[ヘルプ]－[バージョン情報]を開き、[システム情報]ボタンをクリックしてください。 

 

｢建設業法改正対応｣が｢未対応｣または、｢平成13年改正対応済み｣、｢平成14年改正対応済み｣場合は、弊社ホーム

ページ(http://www.ohken.co.jp/)｢サポートオンライン｣－｢よくあるご質問(FAQ)｣－｢建設大臣シリーズ｣より｢平

成18年5月 会社法改正に対応する前に｣をダウンロードし、説明書に従って操作を行ってください。 

 

2 勘定科目登録での操作 

勘定科目登録でこの改正に必要な科目の変更を一括して行います。 

 

この処理を行うと以前の状態に戻すことはできません。 

必ずデータのバックアップを行ってから実行してください。 

 

[マスター登録]→[勘定科目登録]を開いてください。 

＜対応前＞ 

 

＜対応後＞ 

 

※ ファンクションキーが変更されています。 

・F4[分類変更] → F4[科目変更] 

・F10[税区分変更] → F10[法改正] 

F4[科目変更]は、対応前のF4[分類変更]とF10[税区分変更]の機能になります。 
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F10[法改正]をクリックしてください。以下の画面が表示されます。 

 

左側に対応前の科目体系が、右側に対応後の科目体系が表示されます。 

 

追加科目 

・その他利益剰余金計 ・株主資本計 ・繰越ヘッジ損益 

・評価・換算差額等計 ・新株予約権  

削除科目 

・当期未処分利益(損失) ・土地評価差額金計 ・株式等評価差額金計 ・自己株式払込金計 

・前期繰越利益(損失) ・積立金目的取崩額 ・利益準備金取崩額 ・自己株式処分差損 

・自己株式償却額 ・中間配当額 ・利益準備金積立額 ・過年度税効果調整額 

・圧縮積立金取崩高 ・その他税効果   

※ 科目は『建設大臣』の4桁の規定値を使用しています。導入後に科目を変更している場合や3桁で作成している

場合は異なることがあります。 

 

改正後の科目には利益剰余金の分類に｢その他利益剰余金計｣の科目が追加されています。 

よろしければ、F12[実行]をクリックしてください。合計先変更ダイアログが表示されます。 

 

ボタンをクリックしてください。科目指定の画面が表示されます。 
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利益剰余金分類の科目のうち｢その他利益剰余金計｣を合計先にする科目を指定できます。 

合計先を変更する必要がなければそのまま[ＯＫ]をクリックしてください。 

※ ｢その他利益剰余金計｣を使用しない場合は、個別指定画面で[全解除]をクリックして科目を0件にしてください。 

｢その他利益剰余金計｣を合計先としない科目がある場合は、｢選択されている科目｣欄で使用しない科目を指定し

[削除(DEL)]をクリックしてください。 

指定がおわりましたら[ＯＫ]をクリックしてください。 

合計先変更画面に戻りますので、[ＯＫ]をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。 

 

｢実行する｣にチェックをつけ、[ＯＫ]をクリックしてください。 

終了すると以下のメッセージが表示されます。 

 

[ＯＫ]をクリックしてください。勘定科目登録画面に戻ります。 

 

ここに｢利益準備金｣がある場

合は削除してください。 
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・削除する科目について 

 これまで、当期未処分利益の計算が損益計算書の末尾で表示され、株主総会における利益処分(又は

損失処理)の結果を受けて、利益処分計算書が開示されてきました。会社法では、すべての株式会社

に対して、株主資本等変動計算書の作成を求め、当該計算書を株主に送付しなければならないとさ

れています。このため損益計算書の末尾に存在した当期未処分利益分類の科目は削除されます。 

  

・大臣側で削除する場合の注意点と結果 

 削除科目が期首残高と前年度データ以外で使用されている場合は、削除できないため処理が続行で

きません。使用している箇所を変更して再度会社法対応処理を実行してください。 

 前年度データの損益計算書の前期繰越利益は純資産の部の繰越利益剰余金に転送されます。 

 前期繰越利益以外の期首残高と前年度データの残高は削除されます。 

 

3 役員賞与科目の追加 

役員賞与は発生した会計期の費用として処理する必要があります。 

[勘定科目登録]で｢賞与｣の上に｢役員賞与｣を追加してください。 

※ 以下の操作の科目コードは『建設大臣』の4桁の規定値を元にしています。 

導入後に科目を変更している場合や、3桁で作成している場合は、科目コードが異なることがあります。この追

加方法を参考に｢役員賞与｣の追加を行ってください。 

 

[勘定科目登録]を開き｢6113:賞与｣にカーソルをあわせてF6[科目追加]をクリックしてください。 

科目追加ダイアログが表示されます。 

 

勘定科目名・短縮名・カナを入力し、追加位置に｢基本科目の上挿入｣を選択して[ＯＫ]をクリックしてください。 
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4 株主資本等変動計算書 

会社法対応データでは、[決算報告書][合算決算報告書]を開くと｢株主資本等変動計算書｣のページが出力されます。 

F11[ﾍﾟｰｼﾞ切替]又は、画面右に存在する｢株主資本等｣のインデックスをクリックしてください。 

株主資本等変動計算書画面が表示されます。 

 

 

キー機能 説  明 

F6[形式] 株主資本等変動計算書の様式を指定します。(横様式／縦様式) 

F10[明細追加] 指定された期間の伝票明細を集計して追加します。 

F12[編集] 入力済みの明細を編集します。 

行削除、行挿入、行移動（上移動・下移動）、修正、初期化を行います。 

 

(1) 操作方法 

変動事由と金額を入力します。 

指定した期間の伝票明細を集計する場合は、F10[初期化/明細追加]をクリックしてください。 

貸借対照表の純資産の部の各金額が集計されます。 

※ F10[初期化/明細追加]では、期首残高と指定期間の伝票明細を集計するものです。当期純利益は集計されま

せん。必要に応じてF12[編集］から追加処理を行ってください。 

 

表示されている変動事由・金額を変更する場合は、変更したいセルにカーソルをあわせてダブルクリックまたは

F4[修正]をクリックしてください。事由入力ダイアログが表示されます。 

 

・変動事由  (文字入力  全角換算１５文字×２段以内) 

・金額    (数値入力  12桁以内) 
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5 個別注記表 

個別注記表の作成は以下の手順で行ってください。 

(1)『建設大臣』のCD-ROMをドライブに挿入し、マイコンピュータからCD-ROMドライブを｢右クリック｣→ 

｢開く｣で開いてください。 

 

(2)“補足資料”というフォルダをダブルクリックします。 

 

 

(3)“個別注記表記入例.txt”というファイルがありますので開いてください。 

 

 

(4) 必ず｢ファイル｣→｢名前をつけて保存｣で適切な場所に保存していただき、ワープロソフトなどで編集の上、ご利

用ください。 

 

CD-ROMを紛失した場合 

 『建設大臣』がインストールされているフォルダ(C:\Program Files\OHKEN\KE2006など)の

中のBINというフォルダの中にも“個別注記表記入例.txt”が入っていますので、CD-ROMを紛失

された場合はそちらをご利用ください。 
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6 役員報酬及び人件費の内訳書【Superのみ】 

[内訳書]→[役員報酬及び人件費の内訳書]を開いてください。画面が以下のように変更されています。 

 

 

7【参考】繰越利益剰余金の集計金額について 

会社法対応後データでは、[試算表]・[決算報告書]の「3211:繰越利益剰余金」には、 

【3211:繰越利益剰余金の期首残高 + 9111:当期利益(損失)】の金額が集計されます。 

繰越利益剰余金の元帳には｢3211:繰越利益剰余金｣の期首残高と｢繰越利益剰余金｣で仕訳した明細のみ集計されま

す。 
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4 平成18年5月 経営事項審査の改正内容 【会計編は除く】 

1 ｢防災協定締結の有無｣の追加 

防災協定とは災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設業者と行政機関等との間の協定です。 

社団法人等の団体が国、特殊法人等、又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該団体に加入

する建設業者のうち、当該団体の活動計画書や証明書により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企

業について加点対象となります。 

詳細については、提出先の行政機関にお問合せください。 

 

経営事項審査項目設定に追加されている項目の設定が必要です。 

[経営事項審査項目設定]-[その他の審査項目・社会性等 入力]の下部に追加されています。 
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2 X1評点(年間平均完成工事高評点)のテーブルの変更 

近年の建設投資低迷に伴う完工高の減少等により、全体的にX1評点が下がっている現状を踏まえ、各指標を適正な

バランスにより評価するためにX1評点の平均値を14点(総合評点換算で4.9点分)かさ上げするように評点テーブル

が変更されました。 

変更された評点は以下の表の通りです。 

年間平均完成工事高 新Ｘ１評点 

2000億円以上 2616 

1500億円以上 123×(年間平均完成工事高)÷50,000,000＋2124 

1200億円以上 112×(年間平均完成工事高)÷30,000,000＋1933 

1000億円以上 113×(年間平均完成工事高)÷20,000,000＋1703 

800億円以上 112×(年間平均完成工事高)÷20,000,000＋1708 

600億円以上 99×(年間平均完成工事高)÷20,000,000＋1760 

500億円以上 86×(年間平均完成工事高)÷10,000,000＋1541 

400億円以上 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000＋1531 

300億円以上 87×(年間平均完成工事高)÷10,000,000＋1355 

250億円以上 74×(年間平均完成工事高)÷5,000,000＋1352 

200億円以上 74×(年間平均完成工事高)÷5,000,000＋1352 

150億円以上 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000＋1348 

120億円以上 63×(年間平均完成工事高)÷3,000,000＋1258 

100億円以上 61×(年間平均完成工事高)÷2,000,000＋1144 

80億円以上 63×(年間平均完成工事高)÷2,000,000＋1134 

60億円以上 49×(年間平均完成工事高)÷2,000,000＋1190 

50億円以上 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000＋1037 

40億円以上 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000＋1037 

30億円以上 49×(年間平均完成工事高)÷1,000,000＋1041 

25億円以上 50×(年間平均完成工事高)÷500,000＋888 

20億円以上 38×(年間平均完成工事高)÷500,000＋948 

15億円以上 36×(年間平均完成工事高)÷500,000＋956 

12億円以上 37×(年間平均完成工事高)÷300,000＋879 

10億円以上 38×(年間平均完成工事高)÷200,000＋799 

8億円以上 38×(年間平均完成工事高)÷200,000＋799 

6億円以上 24×(年間平均完成工事高)÷200,000＋855 

5億円以上 25×(年間平均完成工事高)÷100,000＋777 

4億円以上 25×(年間平均完成工事高)÷100,000＋777 

3億円以上 26×(年間平均完成工事高)÷100,000＋773 

2.5億円以上 24×(年間平均完成工事高)÷50,000＋707 

2億円以上 25×(年間平均完成工事高)÷50,000＋702 

1.5億円以上 24×(年間平均完成工事高)÷50,000＋706 

1.2億円以上 25×(年間平均完成工事高)÷30,000＋653 

1億円以上 25×(年間平均完成工事高)÷20,000＋603 

0.8億円以上 25×(年間平均完成工事高)÷20,000＋603 

0.6億円以上 13×(年間平均完成工事高)÷20,000＋651 

0.5億円以上 12×(年間平均完成工事高)÷10,000＋618 

0.4億円以上 12×(年間平均完成工事高)÷10,000＋618 

0.3億円以上 14×(年間平均完成工事高)÷10,000＋610 
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年間平均完成工事高 新Ｘ１評点 

0.25億円以上 11×(年間平均完成工事高)÷5,000＋586 

0.2億円以上 12×(年間平均完成工事高)÷5,000＋581 

0.15億円以上 12×(年間平均完成工事高)÷5,000＋581 

0.12億円以上 14×(年間平均完成工事高)÷3,000＋547 

0.1億円以上 12×(年間平均完成工事高)÷2,000＋531 

0.1億円未満 11×(年間平均完成工事高)÷10,000＋580 

※年間平均完成工事高 ＝ 実際の年間平均完成工事高の単位を千円で算出した金額 

 

3 ｢電気通信主任技術者｣を技術力点数の加点対象に追加 

電気通信工事に係る主任技術者になり得る者として、平成18年4月1日以降に新たに｢電気通信主任技術者資格者の

交付を受けた者であって、５年以上の実務経験を有するもの｣が追加されます。 

該当者がある場合には、[経営事項審査項目設定]-[技術職員数入力]の｢220：電気通信｣の｢その他の技術者｣の数を

修正する必要があります。 

  

 

4 ｢建設業経理事務士検定試験｣を｢登録経理試験｣に、｢建設業経理事務士数値｣を｢公認会

計士等数値｣に改める 

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件での表記が｢建設業経理事務士検定試験｣を

｢登録経理試験｣に、｢建設業経理事務士数値｣を｢公認会計士等数値｣に変更されました。 

経営事項審査試算表で表記の変更を行っています。 

また、三級経理事務士が評価対象になるのは平成16年3月31日までに行われた申請に係る経営事項審査を行う場合

です。経過措置も終了しているので、これらの項目は削除しました。 

[経営事項審査項目設定]-[その他の審査項目・社会性等 入力]画面が以下のように変更されます。 

 

＜改正前＞     ＜改正後＞ 

      


